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令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

株式会社サン・クリーンサービス

貸 借 対 照 表 令和  4 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 1,015,714,267流 動 資 産 流 動 負 債 360,924,981

770,676,104現 金 及 び 預 金 買 掛 金 23,377,870

211,891,362売 掛 金 短 期 借 入 金 79,790,000

6,441,065商 品 未 払 金 78,066,821

1,628,949貯 蔵 品 前 受 金 310,164

10,000,000前 渡 金 預 り 金 20,274,626

171,605立 替 金 法 人 税 等 充 当 金 123,202,500

742,626未 収 入 金 未 払 消 費 税 35,903,000

【         】 【 】2,407,200前 払 保 険 料 固 定 負 債 219,427,000

13,043,225預 け 金 長 期 借 入 金 219,427,000

;1,287,869貸 倒 引 当 金

【 】【         】 686,280,249固 定 資 産

（ ）（            ） 627,706,991有 形 固 定 資 産

48,845,910建 物

7,530,021建 物 附 属 設 備

57,905,850構 築 物

30,712,204機 械 装 置

38,769,953車 輌 運 搬 具 負 債 の 部 合 計 580,351,981

10,595,976 純 資 産 の 部什 器 備 品

432,521,402土 地

【         】 【 】40,793造 作 株 主 資 本 1,121,642,535

（       ） （ ）784,882一 括 償 却 資 産 資 本 金 10,000,000

（ ）（            ） 8,227,961無 形 固 定 資 産 資 本 金 10,000,000

（           ） （ ）299,208電 話 加 入 権 利 益 剰 余 金 1,111,642,535

7,928,753ソ フ ト ウ エ ア 繰 越 利 益 剰 余 金 1,111,642,535

（ ）（                ） 50,345,297投資その他の資産

1,200,200出 資 金

10,200,000投 資 有 価 証 券

420,000敷 金

2,805,485保 証 金

32,540,236保 険 積 立 金

179,376長 期 前 払 費 用

3,000,000長 期 貸 付 金 純 資 産 の 部 合 計 1,121,642,535

1,701,994,516資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 1,701,994,516



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

株式会社サン・クリーンサービス

損 益 計 算 書
自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

【         】純 売 上 高

売 上 高 1,745,046,864 1,745,046,864

【         】売 上 原 価

期 首 棚 卸 高 3,425,171

商 品 仕 入 高 98,842,695

塵 芥 処 理 料 469,398,000

外 注 費 74,424,699

（ ）合 計 646,090,565

期 末 棚 卸 高 6,441,065 639,649,500

（ ）売 上 総 利 益 1,105,397,364

【                    】販売費及び一般管理費 667,816,400

（ ）営 業 利 益 437,580,964

【           】営 業 外 収 益

受 取 利 息 9,451

受 取 配 当 金 150,000

為 替 差 益 426,385

雑 収 入 9,817,184 10,403,020

【           】営 業 外 費 用

支払利息・割引料 1,916,101

長期前払費用償却 320,908 2,237,009

（ ）経 常 利 益 445,746,975

【         】特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,277,821 2,277,821

【         】特 別 損 失

特 別 償 却 12,327,600 12,327,600

（ ）税引前当期純利益 435,697,196

法 人 税 等 充 当 額 153,801,100

（ ）当 期 純 利 益 281,896,096



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

株式会社サン・クリーンサービス

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

広 告 宣 伝 費 936,500

荷 造 運 賃 2,261,200

研 修 費 451,681

給 与 手 当 368,573,883

法 定 福 利 費 45,469,562

厚 生 費 4,624,054

減 価 償 却 費 54,629,667

賃 借 料 11,350,279

修 繕 費 19,326,634

事 務 用 品 費 2,345,488

消 耗 品 費 28,715,787

水 道 光 熱 費 13,748,204

旅 費 交 通 費 9,012,966

手 数 料 11,381,751

租 税 公 課 18,564,186

交 際 接 待 費 2,373,925

保 険 料 34,623,442

通 信 費 4,395,063

諸 会 費 859,815

会 議 費 606,851

新 聞 図 書 費 55,480

燃 料 費 29,813,626

雑 費 1,623,517

保 守 料 1,756,931

貸 倒 引 当 金 繰 入 315,908

（ ）合 計 667,816,400



株式会社サン・クリーンサービス

自 令和  3 年  4 月  1 日　至 令和  4 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産の部

株主資本
利益剰余金

繰越利益剰余金

資本金

839,746,439839,746,439829,746,439829,746,43910,000,000当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

281,896,096281,896,096281,896,096281,896,096当期純損益金
1 1

281,896,096281,896,096281,896,096281,896,096当期変動額合計
1 1

1,121,642,5351,121,642,5351,111,642,5351,111,642,53510,000,000当期末残高
1 1



株式会社サン・クリーンサービス

個 別 注 記 表

自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

Ⅰ. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法
　　　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　原材料は、最終仕入原価法による原価法を採用しています。
　　　
２. 固定資産の減価償却の方法
　①　有形固定資産
　　　　定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物付
　　　　属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物に
　　　　ついては定額法を採用しています。なお、耐用年数及び残存価額については法人
　　　　税法の規定によっています。
　　　　
　②　無形固定資産
　　　　定額法を採用しています。

３. 引当金の計上基準
　　貸倒引当金　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
　　　　　　　　　　　人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の
　　　　　　　　　　　債権の回収可能性を勘案して計上しています。

４．収益及び費用の計上基準

５. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　　消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

Ⅲ. 株主資本等変動計算書に関する注記
１. 当該事業年度の末日における発行済株式の数 124株
２. 当該事業年度の末日における自己株式の数 0株


